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○

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

有
価
証
券

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「

一

有
価
証
券

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第
二
項

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

イ

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

（
新
設
）

令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の

イ

同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
も
の

ロ

同
条
第
一
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の

ハ

同
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の

ホ

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
イ
に
掲
げ
る
有

（
新
設
）

価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

へ
～
リ

（
略
）

ニ
～
ト
（
略
）

ヌ

令
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の

チ

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の

（別紙４）
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ル
～
ヨ
（
略
）

リ
～
ワ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

二
の
二

社
会
医
療
法
人
債
券

第
一
号
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

（
新
設
）

三
～
六
の
二

（
略
）

三
～
六
の
二

（
略
）

六
の
三

預
託
証
券

第
一
号
ル
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

六
の
三

預
託
証
券

第
一
号
リ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

六
の
四

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

第
一
号
チ
又
は
リ
に
掲
げ
る
も
の
を

六
の
四

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

第
一
号
へ
又
は
ト
に
掲
げ
る
も
の
を

い
う
。

い
う
。

六
の
五

外
国
譲
渡
性
預
金
証
書

第
一
号
ヌ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

六
の
五

外
国
譲
渡
性
預
金
証
書

第
一
号
チ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

七
～
八

（
略
）

七
～
八

（
略
）

八
の
二

社
会
医
療
法
人
債

社
会
医
療
法
人
債
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利

（
新
設
）

を
い
う
。

九
～
二
十
の
二

（
略
）

九
～
二
十
の
二

（
略
）

二
十
の
三

内
国
会
社

第
一
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
チ
、
ヲ
又
は
カ
に
掲
げ
る
有

二
十
の
三

内
国
会
社

第
一
号
イ
、
ハ
、
ヘ
、
ヌ
又
は
ヲ
に
掲
げ
る
有
価
証

価
証
券
の
発
行
者
及
び
第
一
号
ト
又
は
ル
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（

券
の
発
行
者
及
び
第
一
号
ホ
又
は
リ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
会
社

会
社
に
限
る
。
）
を
い
う
。

に
限
る
。
）
を
い
う
。

二
十
の
四

外
国
会
社

第
一
号
ホ
、
へ
、
リ
、
ヌ
、
ワ
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
有

二
十
の
四

外
国
会
社

第
一
号
ニ
、
ト
、
チ
、
ル
又
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証

価
証
券
の
発
行
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、

券
の
発
行
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
項

同
項
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
発
行
者
を

第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
発
行
者
を
除
く

除
く
。
）
及
び
第
一
号
ト
又
は
ル
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
外
国
法

。
）
及
び
第
一
号
ホ
又
は
リ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
外
国
法
人
に

人
に
限
る
。
）
を
い
う
。

限
る
。
）
を
い
う
。

二
十
の
四
の
二

医
療
法
人

第
一
号
イ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

（
新
設
）

者
を
い
う
。

二
十
の
五
（
略
）

二
十
の
五
（
略
）

（別紙４）
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二
十
の
六

組
合

第
一
号
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
を
い
う

二
十
の
六

組
合

第
一
号
ヌ
又
は
ル
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
を
い
う

。

。

二
十
の
七
～
三
十
一

（
略
）

二
十
の
七
～
三
十
一
（
略
）

第
二
条
～
第
三
条

（
略
）

第
二
条
～
第
三
条

（
略
）

（
有
価
証
券
通
知
書
）

（
有
価
証
券
通
知
書
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

有
価
証
券
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分

２

有
価
証
券
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
国
会
社

一

内
国
会
社

イ

定
款
（
財
団
た
る
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
寄
附
行
為
、
組
合

イ

定
款
（
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

ロ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
（
委
員
会
設
置
会

ロ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
（
委
員
会
設
置
会

社
に
お
い
て
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
十
六

社
に
お
い
て
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
十
六

条
第
四
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が

条
第
四
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
締
役
会
の
決
議
及
び
当
該
執
行
役
の
決
定
。
以

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
締
役
会
の
決
議
及
び
当
該
執
行
役
の
決
定
。
以

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

取
締
役
会
の
議
事
録
（
同
法
第
三
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
の

取
締
役
会
の
議
事
録
（
同
法
第
三
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
取
締
役
会
の

決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
合
に
該

決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
法
第
四
百
十
六
条
第
四
項
の
取
締
役

当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
同
法
第
四
百
十
六
条
第
四
項
の
取
締
役

会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す

会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
（
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
を
含
む
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
写

る
書
面
（
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
を
含
む
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
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し
若
し
く
は
株
主
総
会
の
議
事
録
（
同
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定

し
若
し
く
は
株
主
総
会
の
議
事
録
（
同
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当

に
よ
り
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
又
は

該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
又
は

優
先
出
資
法
第
五
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
認
可
（
以
下
「
主
務
大
臣

優
先
出
資
法
第
五
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
認
可
（
以
下
「
主
務
大
臣

の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
会
社
法
第
三
十

の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
会
社
法
第
三
十

二
条
に
規
定
す
る
発
起
人
全
員
の
同
意
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
同
意

二
条
に
規
定
す
る
発
起
人
全
員
の
同
意
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
同
意

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面
）
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

外
国
会
社

二

外
国
会
社

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
定
款
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
二
十
七
条
各
号

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類
（
定
款
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
二
十
七
条
各
号

又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
。
以
下
、
外
国
会

に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
、
寄
附
行
為
に
つ

社
の
添
付
す
る
定
款
に
つ
い
て
同
じ
。
）

い
て
は
、
同
項
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
。

以
下
、
外
国
会
社
の
添
付
す
る
定
款
又
は
寄
附
行
為
に
つ
い
て
同
じ
。
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
五
条
～
第
八
条
の
二

（
略
）

第
五
条
～
第
八
条
の
二

（
略
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
の
特
例
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
法
第
十
三

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
法
第
十
三
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条
第
二
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

条
第
二
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。

。

一
～
三
の
二

（
略
）

一
～
三
の
二

（
略
）

四

社
債
券
（
前
二
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
又
は

四

社
債
券
（
前
二
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
に
つ

社
会
医
療
法
人
債
券
（
第
六
号
に
お
い
て
「
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号
に

き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号
に

掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

四
の
二
～
五
の
二

（
略
）

四
の
二
～
五
の
二

（
略
）

六

社
債
券
等
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
又
は
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
に

六

社
債
券
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
又
は
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
に
つ

つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

前

き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号

号
に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

（
少
額
募
集
等
に
該
当
す
る
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
）

第
九
条
の
二

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

第
九
条
の
二

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

が
五
億
円
未
満
の
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

は
、
内
国
会
社
が
行
う
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

二

募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額

に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集

に
、
当
該
募
集
又
は
売
出
し
を
開
始
す
る
日
前
一
年
以
内
に
行
わ
れ
た
募
集

又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当

又
は
売
出
し
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
及
び
当
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該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

該
届
出
前
に
し
た
も
の
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除

発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
し
た
も
の
及
び
当
該
提
出
前
に
し
た
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お

く
。
）
に
係
る
当
該
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
（
こ
の
条
に
お

い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
て
新
株
予
約
権
付
社
債
券
は
、
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価
証
券
と
み
な
す

。
）
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上

。
）
の
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
を
合
算
し
た
金
額
が
五
億
円
以
上

と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
募
集
又
は
売
出
し

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

第
九
条
の
三
～
第
九
条
の
五

（
略
）

第
九
条
の
三
～
第
九
条
の
五

（
略
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
条

法
第
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
十
条

法
第
五
条
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お
い
て

。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お
い
て

「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
又
は
第
六
号
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
又
は
第
六
号
に

お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
有
価
証
券
届
出
書
に
添

お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
有
価
証
券
届
出
書
に
添

付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
の
日
以
後
届
出
が
そ

付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
の
日
以
後
届
出
が
そ

の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

一

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

イ

定
款
（
財
団
た
る
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
寄
附
行
為
、
組
合

イ

定
款
（
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）
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ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

当
該
有
価
証
券
が
社
債
若
し
く
は
社
会
医
療
法
人
債
（
第
四
号
及
び
第

ニ

当
該
有
価
証
券
が
社
債
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
で
あ
つ
て
保

十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
社
債
等
」
と
い
う
。
）
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

証
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

・
ペ
ー
パ
ー
で
あ
つ
て
保
証
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
面

（
イ
）
・
（
ロ
）

（
略
）

（
イ
）
・
（
ロ
）

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

二
～
三
の
三

（
略
）

二
～
三
の
三

（
略
）

四

第
七
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

四

第
七
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

ト

当
該
有
価
証
券
が
社
債
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
会
社
が
債
権

ト

当
該
有
価
証
券
が
社
債
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
会
社
が
債
権
の

の
管
理
そ
の
他
債
権
者
の
た
め
の
行
為
又
は
当
該
外
国
会
社
の
た
め
の
行

管
理
そ
の
他
債
権
者
の
た
め
の
行
為
又
は
当
該
外
国
会
社
の
た
め
の
行
為

為
を
す
る
職
務
を
委
託
す
る
契
約
の
契
約
書
及
び
元
利
金
の
支
払
に
関
す

を
す
る
職
務
を
委
託
す
る
契
約
の
契
約
書
及
び
元
利
金
の
支
払
に
関
す
る

る
契
約
書
の
写
し

契
約
書
の
写
し

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
一
条
～
第
十
四
条
の
二

（
略
）

（
発
行
登
録
書
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
四
条
の
三

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
募
集

第
十
四
条
の
三

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
募
集

又
は
売
出
し
を
登
録
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国

又
は
売
出
し
を
登
録
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国

会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
二
十
三
条
の
八
第

会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
二
十
三
条
の
八
第
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二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ハ
、
ニ
、
ト

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ロ
、
ハ
、
ホ

若
し
く
は
ル
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号
様
式

若
し
く
は
リ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号
様
式

、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号
の
二
様

、
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号
の
二
様

式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
四
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
書
三
通
を
作
成

式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
四
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
書
三
通
を
作
成

し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

２
（
略
）

第
十
四
条
の
四
～
第
十
四
条
の
七

（
略
）

第
十
四
条
の
四
～
第
十
四
条
の
七

（
略
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

第
十
四
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る

第
十
四
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る

有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
者
は
、
当
該

有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
者
は
、
当
該

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国
会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国
会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
イ

、
ハ
、
ニ
、
ト
又
は
ル
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十

、
ロ
、
ハ
、
ホ
又
は
リ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十

二
号
様
式
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
二

二
号
様
式
、
同
号
へ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
二

号
の
二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
五
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
追
補

号
の
二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
五
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
追
補

書
類
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
九
～
第
十
五
条

（
略
）

第
十
四
条
の
九
～
第
十
五
条

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で

第
十
五
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
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あ
る
外
国
会
社
が
令
第
三
条
の
五
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と

あ
る
外
国
会
社
が
令
第
三
条
の
五
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
関
東

す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
関
東

財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

３

第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
（
財
団
た
る
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
寄
附
行
為
、
組
合
で

一

定
款
（
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四
（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
十
六
条

令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

第
十
六
条

令
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

類
と
す
る
。

一

内
国
会
社

一

内
国
会
社

イ

定
款
（
財
団
た
る
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
寄
附
行
為
、
組
合

イ

定
款
（
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
を
含

ハ

令
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
会
社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
解
散
を
決
議
し
た
株
主
総
会
（
相
互
会
社
に
あ
つ

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
解
散
を
決
議
し
た
株
主
総
会
（
相
互
会
社
に
あ
つ

て
は
、
社
員
総
会
又
は
総
代
会
。
社
団
た
る
医
療
法
人
に
あ
つ
て
は
、
社

て
は
、
社
員
総
会
又
は
総
代
会
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
事
録
の
写
し
（
持
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員
総
会
。
以
下
同
じ
。
）
の
議
事
録
の
写
し
（
持
分
会
社
に
あ
つ
て
は
、

分
会
社
に
あ
つ
て
は
総
社
員
の
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面

総
社
員
の
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
に
足
る
書
面
の
写
し
、
財
団
た
る

の
写
し
）
及
び
解
散
の
登
記
を
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準

医
療
法
人
に
あ
つ
て
は
、
解
散
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を

ず
る
書
面

知
る
に
足
る
書
面
の
写
し
）
及
び
解
散
の
登
記
を
し
た
登
記
事
項
証
明
書

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
面

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

第
十
六
条
の
二

（
略
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条
の
三

（
略
）

第
十
六
条
の
三

（
略
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書

に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類

た
だ
し
、
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ホ
ま
で
又
は
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
定
款
等
を

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
定
款
等
を
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添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
日
前
五
年

添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
日
前
五
年

以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
（

以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
定

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
定

款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す
る
。

款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す
る
。

一

内
国
会
社

一

内
国
会
社

イ

定
款
（
財
団
た
る
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
寄
附
行
為
、
組
合

イ

定
款
（
組
合
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

ハ

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
た
社

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
た
社

債
等
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
保
証
が
付
さ
れ
て
い
る

債
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
保
証
が
付
さ
れ
て
い
る
場

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

（
イ
）
・
（
ロ
）

（
略
）

（
イ
）
・
（
ロ
）

（
略
）

ニ
～
ヘ
（
略
）

ニ
～
ヘ

（
略
）

二

外
国
会
社

二

外
国
会
社

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

ホ

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
社

本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
社

債
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
会
社
が
債
権
の
管
理
そ
の
他
債
権
者

債
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
会
社
が
債
権
の
管
理
そ
の
他
債
権
者
の

の
た
め
の
行
為
又
は
当
該
外
国
会
社
の
た
め
の
行
為
を
す
る
職
務
を
委
託

た
め
の
行
為
又
は
当
該
外
国
会
社
の
た
め
の
行
為
を
す
る
職
務
を
委
託
す

す
る
契
約
の
契
約
書
及
び
元
利
金
の
支
払
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

る
契
約
の
契
約
書
及
び
元
利
金
の
支
払
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

２

（
略
）

２

（
略
）
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第
十
七
条
の
二
～
第
十
八
条

（
略
）

第
十
七
条
の
二
～
第
十
八
条

（
略
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の

社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の

三
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲

三
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告

書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株
式

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株
式

買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
社
会
医
療
法
人
債
券
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ

じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金

ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
預
託
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は

証
書
、
預
託
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券

新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
カ

に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除

バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
（
五

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手

十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売

）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
出
し
を
い
う
。
以
下
こ

出
し
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行

の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の

価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地

総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ

域
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
場
合

た
場
合

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

二
～
七
の
二

（
略
）

二
～
七
の
二

（
略
）
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七
の
三

提
出
会
社
の
資
産
の
額
が
、
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

七
の
三

提
出
会
社
の
資
産
の
額
が
、
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年
度
の
末

日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
十
以
上
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
吸

日
に
お
け
る
純
資
産
額
の
百
分
の
十
以
上
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
吸

収
合
併
若
し
く
は
提
出
会
社
の
売
上
高
が
、
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年

収
合
併
若
し
く
は
提
出
会
社
の
売
上
高
が
、
当
該
提
出
会
社
の
最
近
事
業
年

度
の
売
上
高
の
百
分
の
三
以
上
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
吸
収
合
併
又

度
の
売
上
高
の
百
分
の
三
以
上
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
吸
収
合
併
又

は
提
出
会
社
が
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
吸
収
合
併
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
当

は
提
出
会
社
が
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
吸
収
合
併
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
当

該
提
出
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合

該
提
出
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す
る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合

イ

当
該
吸
収
合
併
の
相
手
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
吸
収
合
併
の
相
手
会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴

商
号
、
本
店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額

⑴

商
号
、
本
店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額

、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
医
療
法
人
の
場
合

、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容

に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
理
事
長
の
氏
名
、

純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

⑶

大
株
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
大
株

⑶

大
株
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
大
株

主
の
持
株
数
の
割
合
（
合
同
会
社
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
員
（
定
款

主
の
持
株
数
の
割
合
（
合
同
会
社
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
員
（
定
款

で
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
）

で
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
）

の
氏
名
又
は
名
称
、
医
療
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
理
事
の
氏
名
）

の
氏
名
又
は
名
称
）

⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

当
該
吸
収
合
併
の
方
法
、
吸
収
合
併
消
滅
会
社

(

会
社
法
第
七
百
四
十

ハ

当
該
吸
収
合
併
の
方
法
、
吸
収
合
併
消
滅
会
社

(

会
社
法
第
七
百
四
十

九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
会
社
を
い
う
。
）
と
な

九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
会
社
を
い
う
。
）
と
な

る
会
社
の
株
式
一
株
又
は
持
分
に
割
り
当
て
ら
れ
る
吸
収
合
併
存
続
会
社

る
会
社
の
株
式
一
株
又
は
持
分
に
割
り
当
て
ら
れ
る
吸
収
合
併
存
続
会
社

(

同
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

(
同
項
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
存
続
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

十
五
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
会
社
の
株
式
の
数
又
は
持
分
の

十
五
号
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
会
社
の
株
式
の
数
又
は
持
分
の
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内
容
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
三
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
に
係
る

内
容
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
三
に
お
い
て
「
吸
収
合
併
に
係
る

割
当
て
の
比
率
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
吸
収
合
併
契
約
の
内
容
（
医
療

割
当
て
の
比
率
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
吸
収
合
併
契
約
の
内
容

法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
合
併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
の
定
款
又
は
寄

附
行
為
の
内
容
）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

当
該
吸
収
合
併
の
後
の
吸
収
合
併
存
続
会
社
と
な
る
会
社
の
商
号
、
本

ホ

当
該
吸
収
合
併
の
後
の
吸
収
合
併
存
続
会
社
と
な
る
会
社
の
商
号
、
本

店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
、
純
資
産
の
額

店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
、
純
資
産
の
額

、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
医
療
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
合

、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容

併
後
存
続
す
る
医
療
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
理
事
長

の
氏
名
、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
）

七
の
四

新
設
合
併
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
提
出
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す

七
の
四

新
設
合
併
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
提
出
会
社
の
業
務
執
行
を
決
定
す

る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合

る
機
関
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
場
合

イ

当
該
新
設
合
併
に
お
け
る
提
出
会
社
以
外
の
新
設
合
併
消
滅
会
社
（
会

イ

当
該
新
設
合
併
に
お
け
る
提
出
会
社
以
外
の
新
設
合
併
消
滅
会
社
（
会

社
法
第
七
百
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
会
社

社
法
第
七
百
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
会
社

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る

会
社
（
合
併
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
医
療
法
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お

会
社
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項

⑴

商
号
、
本
店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額

⑴

商
号
、
本
店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額

、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
医
療
法
人
の
場
合

、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容

に
あ
つ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
理
事
長
の
氏
名
、

純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

⑶

大
株
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
大
株

⑶

大
株
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
大
株
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主
の
持
株
数
の
割
合
（
合
同
会
社
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
員
（
定
款

主
の
持
株
数
の
割
合
（
合
同
会
社
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
社
員
（
定
款

で
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
）

で
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
社
員
）

の
氏
名
又
は
名
称
、
医
療
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
理
事
の
氏
名
）

の
氏
名
又
は
名
称
）

⑷

（
略
）

⑷

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

当
該
新
設
合
併
の
方
法
、
新
設
合
併
消
滅
会
社
と
な
る
会
社
の
株
式
一

ハ

当
該
新
設
合
併
の
方
法
、
新
設
合
併
消
滅
会
社
と
な
る
会
社
の
株
式
一

株
又
は
持
分
に
割
り
当
て
ら
れ
る
新
設
合
併
設
立
会
社
（
会
社
法
第
七
百

株
又
は
持
分
に
割
り
当
て
ら
れ
る
新
設
合
併
設
立
会
社
（
会
社
法
第
七
百

五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
会
社
の
株
式
の
数
又

号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
る
会
社
の
株
式
の
数
又

は
持
分
の
内
容
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
「
新
設
合

は
持
分
の
内
容
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
五
号
の
四
に
お
い
て
「
新
設
合

併
に
係
る
割
当
て
の
比
率
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
新
設
合
併
契
約
の
内

併
に
係
る
割
当
て
の
比
率
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
新
設
合
併
契
約
の
内

容
（
医
療
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
設
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ

容

れ
る
医
療
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
内
容
）

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

ホ

当
該
新
設
合
併
の
後
の
新
設
合
併
設
立
会
社
と
な
る
会
社
の
商
号
、
本

ホ

当
該
新
設
合
併
の
後
の
新
設
合
併
設
立
会
社
と
な
る
会
社
の
商
号
、
本

店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
、
純
資
産
の
額

店
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
、
純
資
産
の
額

、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容
（
医
療
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の
内
容

該
新
設
合
併
に
よ
つ
て
設
立
さ
れ
る
医
療
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
、
理
事
長
の
氏
名
、
純
資
産
の
額
、
総
資
産
の
額
及
び
事
業
の

内
容
）

八

（
略
）

八

（
略
）

九

提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

九

提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

同
組
織
金
融
機
関
を
代
表
す
べ
き
役
員
を
含
み
、
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る

同
組
織
金
融
機
関
を
代
表
す
べ
き
役
員
を
含
み
、
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
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場
合
は
代
表
執
行
役
、
医
療
法
人
で
あ
る
場
合
は
理
事
長
。
以
下
同
じ
。
）

場
合
は
代
表
執
行
役
。
以
下
同
じ
。
）
の
異
動
（
当
該
提
出
会
社
の
代
表
取

の
異
動
（
当
該
提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
で
な

締
役
で
あ
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
で
な
く
な
る
こ
と
又
は
代
表
取
締
役
で
な

く
な
る
こ
と
又
は
代
表
取
締
役
で
な
か
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
に
な
る
こ
と

か
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
つ
た

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
場
合
（
定
時
の
株
主
総
会
（
優
先
出
資

場
合
（
定
時
の
株
主
総
会
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
普
通

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
普
通
出
資
者
総
会
並
び
に
医
療
法
第
四
十
八

出
資
者
総
会
を
含
む
。
）
終
了
後
有
価
証
券
報
告
書
提
出
時
ま
で
に
異
動
が

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
定
時
社
員
総
会
及
び
同
法
第
四
十
九
条
の
三
第

あ
り
、
そ
の
内
容
が
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
含
む
。
）
終
了
後
有
価
証
券
報
告
書
提
出
時
ま

）

で
に
異
動
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

十
～
十
九

（
略
）

十
～
十
九

（
略
）

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

第
十
九
条
の
二
～
第
二
十
三
条
の
四

（
略
）

第
十
九
条
の
二
～
第
二
十
三
条
の
四

（
略
）
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
第一号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券通知書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(８) 読替え 

ａ  提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と読み替えて記載すること。

ｂ （略) 

ｃ （略) 

第一号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券通知書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(８) 読替え 

（新設） 

 

ａ  （略） 

ｂ （略） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
第二号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(78) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

(79) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況

」の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目を「２ 医療事業等の状況」に替えて、次に掲げる事項

について、重要性の乏しいものを除き、施設ごと（病院、診療所、介護老人保健施設等ごと）に記載

すること。ただし、施設ごとに区分できない事業については、事業区分ごとに、本様式記載上の注意

(31)に準じて記載すること。 

(a)  最近日現在の診療科目 

(b)  最近日現在の病床数（一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床及び結核病床の内訳につい

ても記載すること。）又は入所定員及び通所定員数等 

(c)  最近日現在の従業員数（医師、歯科医師、看護師、薬剤師、その他の医療従事者、事務員等の

内訳についても記載すること。） 

(d)  最近事業年度の総診療患者数、１日平均外来患者数、１日平均入院患者数等の診療の実績 

(e)  最近事業年度の診療収入合計金額及びその内訳（社会保険診療、労働保険診療、健康診査及び

自由診療等に区分して記載すること。） 

(f)  最近事業年度の救急医療等確保事業の実績（前年同期と比較して記載すること。） 

(g)  最近事業年度の収益と経費の割合（総収入金額及び総経費金額についても記載すること。また、

経費については、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用（投薬費を含む。）等の内訳も

記載すること。） 

第二号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(78) 読替え 

 

 

ａ  （略） 

ｂ （略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
第二号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(３) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるの

は「社会医療法人債」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ （略） 

ｃ  （略） 

第二号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(３) 読替え 

（新設） 

 

 

ａ  （略） 

ｂ （略） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 

第二号の五様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(50) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ  提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第４号に掲げる権利の発行者で

ある場合には、本様式中「会社名」とあるのは「組合の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは

「組合の事務所の所在地」と、「株式」とあるのは「組合出資持分」と、「資本組入額」とあるのは

「出資金組入額」と、「申込株数単位」とあるのは「申込組合出資持分単位」と、「企業」とあるの

は「組合」と、「従業員」とあるのは「組合員」と、「会社」とあるのは「組合」と、「資本金」と

あるのは「出資金」と、「株主数」とあるのは「組合員数」と、「大株主」とあるのは「主要な組合

員」と読み替えて記載すること。 

ｃ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第６号に掲げる権利の発行者で

ある場合には、本様式中「株式」とあるのは｢社員権」と、｢株主」とあるのは「社員」と読み替えて

記載すること。 

(51)  社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意（79)に準じて記載

すること。 

第二号の五様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
第三号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(55) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ (略) 

ｃ (略) 

(56) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(79)に準じて記載す

ること。 

第三号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(55) 読替え 

(新設) 

 

ａ （略） 

ｂ （略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

改  正  案 現     行 
第三号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(38) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第４号に掲げる権利の発行者

である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「組合の名称」と、「本店の所在の場所」とある

のは「組合の事務所の所在地」と、「企業」とあるのは「組合」と、「従業員」とあるのは「組合

員」と、「会社」とあるのは「組合」と、「株式」とあるのは「組合出資持分」と、「資本金」と

あるのは「出資金」と、「株主数」とあるのは「組合員数」と、「大株主」とあるのは「主要な組

合員」と読み替えて記載すること。 

ｃ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第６号に掲げる権利の発行者

である場合には、本様式中「株式」とあるのは「社員権」と、「株主」とあるのは「社員」と読み

替えて記載すること。 

(39)  社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(79)に準じて記載す

ること。  

第三号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案  現     行 

第五号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(39) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

(40)  社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(79)に準じて記載す

ること。なお、第二号様式記載上の注意(79)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読

み替えて記載すること。 

第五号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(39) 読替え 

(新設) 

 

 

ａ （略） 

ｂ （略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 

第五号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(27) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「本店の所在の場所」とあるのは

「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法

人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替えて記載すること。 

ｂ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第４号に掲げる権利の発行者で

ある場合には、本様式中「会社名」とあるのは「組合の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは

「組合の事務所の所在地」と、「企業」とあるのは「組合」と、「従業員」とあるのは「組合員」と

、「会社」とあるのは「組合」と、「株式」とあるのは「組合出資持分」と、「資本金」とあるのは

「出資金」と、「大株主」とあるのは「主要な組合員」と読み替えて記載すること。 

ｃ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第６号に掲げる権利の発行者で

ある場合には、本様式中「株式」とあるのは「社員権」と、｢株主」とあるのは「社員」と読み替え

て記載すること。 

(28)  社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第２ 事業の状況」

の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(79)に準じて記載す

ること。なお、第二号様式記載上の注意(79)中「最近事業年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読

み替えて記載すること。 

第五号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ）  

 

改  正  案 現     行 

第五号の三様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   臨時報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(６) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と読み替えて記載する

こと。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

第五号の三様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   臨時報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(６) 読替え 

(新設) 

 

 

  ａ （略）  

ｂ （略）  
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 

第六号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券通知書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(10) 読替え 

ａ  提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは、「社会医

療法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とある

のは「社会医療法人債」と読み替えて記載すること。 

ｂ  （略） 

    ｃ  （略） 

第六号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券通知書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(10) 読替え 

  （新設） 

 

 

ａ  （略） 

ｂ  （略） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 

第七号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(63) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは、「社会医

療法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とある

のは「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替

えて記載すること。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

(64)  社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第二部 企業情報」の「第１ 本国におけ

る法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、提出者の属する国・州等の法人制度

全般について記載するとともに、医療法人に関する制度の内容についても記載すること。また、「第二

部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第二

号様式記載上の注意(79)に準じて記載すること。 

 

第七号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(63) 読替え 

（新設） 

 

 

 

ａ （略） 

ｂ  （略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 

第七号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

(４) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるの

は「社会医療法人債」と読み替えて記載すること。 

  ｂ  提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第５号（有限責任事業組合契約

に類するものに基づく権利に限る。）に掲げる権利の発行者である場合には、本様式中「会社名」と

あるのは「組合の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「組合の事務所の所在地」と、「株式」

とあるのは「組合出資持分」と、「資本組入額」とあるのは「出資金組入額」と、「申込株数単位」

とあるのは「申込組合出資持分単位」と読み替えて記載すること。 

ｃ 提出者が、法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項第７号に掲げる権利の発行者で

ある場合には、本様式中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えて記載すること。 

  

第七号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券届出書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

（略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

 

改  正  案 現     行 

第八号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(42) 読替え 

a  提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるの

は「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替え

て記載すること。 

ｂ (略) 

ｃ (略) 

(43) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国におけ

る法制等の概要」の「１ 会社制度等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(64)に準じ

て記載すること。また、「第一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の

状況」の項目については、第二号様式記載上の注意(79)に準じて記載すること。 

第八号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   有価証券報告書 

                           （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(42) 読替え 

(新設)  

 

 

 

ａ （略） 

ｂ （略） 

（新設） 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ）  

 

改  正  案 現     行 

第十号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(33) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるの

は「社会医療法人債」と、「企業」とあるのは「法人」と、「会社」とあるのは「法人」と読み替え

て記載すること。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

(34) 社会医療法人債券の特例 

提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、「第一部 企業情報」の「第１ 本国におけ

る法制等の概要」の項目については、第七号様式記載上の注意(64)に準じて記載すること。また、「第

一部 企業情報」の「第３ 事業の状況」の「２ 生産、受注及び販売の状況」の項目については、第

二号様式記載上の注意（79)に準じて記載すること。なお、第二号様式記載上の注意(79)中「最近事業

年度」とあるのは「最近中間会計期間」と読み替えて記載すること。 

第十号様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   半期報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(33) 読替え 

(新設) 

 

 

 

  ａ （略）  

ｂ （略）           

 (新設) 
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企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 四 十 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ）  

 

改  正  案 現     行 

第十号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   臨時報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(４) 読替え 

ａ 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「社会医療

法人の名称」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と読み替えて記載する

こと。 

ｂ （略） 

ｃ （略） 

第十号の二様式 

 

【表紙】 

【提出書類】                   臨時報告書 

                          （略） 

（記載上の注意） 

  （略） 

(４) 読替え 

(新設) 

 

 

  ａ （略）  

ｂ （略） 

 

 


	04-1.pdf
	04-2.pdf

